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浜 松 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

１ 開催日時   令和３年 12月 22 日（水） 

14 時 00 分～14 時 40 分 

２ 開催場所   イーステージ浜松オフィス棟６階 

教育委員会室 

３ 出席状況   出席者 

         教 育 長            花 井 和 徳 

         教育長職務代理者            安 田 育 代 

         委      員            黒 栁 敏 江 

         委      員            田 中 佐和子 

         委      員            神 谷 紀 彦 

         委      員            鈴 木 重 治 

（職員） 

学校教育部長              田 中 孝太郎 

学校教育部次長（教育総務課長）     吉 積 慶 太 

学校教育部次長（教職員課長）      髙 橋 宏 典 

学校教育部参事（教育審議監）      竹 内 孝 夫 

学校教育部参事（教育施設課長）     山 本 治 之 

指導課長                石 野 政 史 

市立高等学校長             宮 田 治 幸 

教育センター所長            佐 藤 匡 子 

健康安全課長              冨 部 哲 也 

教育総務課就学支援担当課長       大 西 敏 巳 

教育総務課学校・地域連携担当課長    齋 藤 美 苗 

教育施設課 ICT 教育推進担当課長     山 下  巧 

教職員課採用管理担当課長        山 下 淳 一 

指導課教育総合支援担当課長       石 川 博 則 

文化振興担当部長            中 村 公 彦 

創造都市・文化振興課生涯学習担当課長  久 米 章 史 

中央図書館長              高 瀬 理 子 

幼児教育・保育課幼児教育指導担当課長  井 川 宜 彦 

（事務局職員） 

         教育総務課長補佐            影 山 和 則 

教育総務課総務グループ長        笹 ケ 瀬   優 

教育総務課主任             木 下 知 紗 
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４ 傍聴者    ６名 

５ 議事内容   別紙のとおり 

６ 会議録作成者 教育総務課 木下 知紗 

７ 記録の方法  審議事項について発言者の要点記録 

         録音の有無 無 

８ 会議記録 

（教育長）令和３年 12月 22 日の浜松市教育委員会を開催する。 

 傍聴についてはどうなっているか。 

（事務局）６人から傍聴申込をいただいている。 

（教育長）許可するということで、よろしいか。 

（異議なし） 

（教育長）許可する。 

 ただし、第 53 号議案については、人事案件のため、非公開で行うこととするがよろ

しいか。 

（異議なし） 

（教育長）それでは、一部非公開とする。 

前回会議録の報告及び承認は回覧をもってお願いする。 

本日の会議録署名人は田中委員と鈴木委員のお二人にお願いする。 

会期は本日限りである。 

本日は、議案が２件、報告が２件ある。第 53号議案については、非公開で行うため、

報告事項の後に審議する。 

最初に、第 52号議案「浜松市教育職員の給与に関する規則及び浜松市教育職員の期

末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について」教職員課から説明をお願いす

る。 

（教職員課長）第 52号議案「浜松市教育職員の給与に関する規則及び浜松市教育職員

の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について」説明する。資料の１ペー

ジから６ページに、議案として改正前後の対照表を記載している。改正内容の説明は

７ページの議案の説明資料にて行う。提案理由は、教育職員の人事評価の結果等をよ
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り適切に昇給及び勤勉手当へ反映させるため対象期間を見直す浜松市教育職員の給与

に関する条例の一部改正を受け、規則改正を行うほか、所要の整備を行うものである。

改正内容の１昇給については、条例の規定を受け、昇給日を１月１日と規定するとと

もに、対象となる期間を昇給日前々年の 10 月１日から前年の９月 30 日までの１年間

とするものである。対象期間の変更に伴い必要な規定の改正を行うほか、所要の整備

を行う。２勤勉手当については、条例改正において勤勉手当に反映する勤務成績を業

績、能力に基づく「勤務の成績」と、欠勤、休職等による「勤務の状況」に区分する

こととしたことに伴い必要な規定の改正を行うものである。この規則は、令和４年  

１月１日から施行する。なお、令和５年１月１日の昇給及び令和４年 12月に支給する

勤勉手当について、対象期間の変更に伴い必要な経過措置を設ける。また、昨日の 12

月 21 日に浜松市人事委員会から、本規則改正に同意する旨の回答を得ている。 

 説明は以上である。 

（教育長）ご意見、ご質問はあるか。 

（意見なし） 

（教育長）本議案を承認してよろしいか。 

（異議なし） 

（教育長）それでは、承認する。 

 ここで、報告事項に移る。 

（報 告） 

ア 令和３年度浜松市優秀教職員表彰について           （教職員課） 

 イ 第 14 回キャリア教育優良教育委員会、学校及び PTA 団体等文部科学大臣表彰に

ついて                          （教育総務課） 

（教育長）この際、会議を休憩とする。 

（休憩） 

（教育長）会議を再開する。ここから非公開案件を審議する。傍聴者及び議案に関連

のない職員は退席をお願いする。 

（議 案）※非公開 

第 53 号議案 令和４年１月１日付教職員等人事異動（案）について   （教職員課） 

（教育長）以上で、本日の教育委員会を終了する。 


